
★参加方法★ 下記 URL もしくは QR コードから事前登録を行ってください。 

          事前登録後、確認メールが自動的に送信されます。 

「 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s5Km-CMuQo2VSu4_c3k-aA 」 

                申込締切 １１月４日(金) 

               ☆研修当日は確認メールの「ウェビナーに参加」をクリックして 

参加して下さい。当日の資料は後日配信します。 

 

シンポジウム in 北信 
プログラム 

〜誰もがあたりまえに地域で学び安⼼して暮らす〜 

13:30 開会 

13:35～ 

基調講演 

14:10～ 

シンポジウム 

♢演 題  『長野県医療的ケア児等支援センターの取り組みと 

県内の状況について』 

♢講 師  亀 井 智 泉 さん 

(長野県医療的ケア児等支援センター副センター長) 

15:4５ 閉会 

♢シンポジスト    小林 由香さん (当事者のご家族) 

高山 和浩さん (長野市教育委員会) 

原山 真理子さん(長野市保健所) 

大久保 千枝さん(ほっとらいふ相談室) 

小林 紀子さん (長野圏域療育コーディネーター) 

♢コメンテーター   亀井 智泉さん (前掲) 

♢コーディネーター  吉澤 利政   (長野県社会福祉士会副会長) 

14:05～14:10   ＜休憩＞ 

※ パソコン、タブレット、スマホ等からご参加いただけます。 

※ 参加にかかるデータ通信料は参加者負担となりますので、ご了承ください。 

※ ZOOM ウェビナーを使用しますので、参加者側の映像が表示されたり、音声が流れるこ

とはありません。 

― 「学び」と「災害時の備え」を考える ―  



長野県の状況
医療的ケア児支援センター：都道府県に一つ

「長野県医療的ケア児等支援センター」：今年4月1日に開設
【法14 条で定める業務の範囲】

ア�　医療的ケア児その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応
じ、または情報の提供もしくは助言その他の支援を行うこと。

イ�　医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び
民間団体（以下、「関係機関等」という。）並びにこれに従事する者に対
し医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと。

ウ�　医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福
祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等との連絡調整
を行うこと。

エ　アからウに掲げる業務に附帯する業務

行政

医ケア/療育Cdn

議員

通所支援事業所

学校

相談支援

看護職

医師・病院・大学

家族

他県

7月末まで：職種別相談件数

個別相談 制度や地域のこと
0 2 4 6 8 10 12 14 16

教育委員会や医ケア
児等Cdnからの就園・
就学、自立支援、主
治医との連携ニーズ

在宅療育を始めたば
かりのご家族からの
「預かり」ニーズ

医療物品、人材育成
について学校の支援
体制の格差

医ケア児等支援センター開設から7月末までの相談対応

長野県の医療的ケア児の在籍状況　
H28 年度 29年度 30年度 R元年度 ２年度 ３年度

特別支援
学校

学校数 17 17 17 16 16 17
看護師数 25 30 31 33 36 42.6
児童生徒数 117 122 120 131 152 158

小中学校については国の「教育支援体制整備事業補助金」を
活用した看護師配置実績

小中学校
学校数 28 36 44
看護師数 56 70 87
児童生徒数 35 46 54

（単位は人数）

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 改定のポイント（令和３年５月）

■改定の経緯…「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について（最終とりまとめ）」令和２年12月24日

＜課題・背景＞
○ 近年の災害においても高齢者や障害者が犠牲となっており、災害における全体の死者のうち65歳以上の高齢者の割合は、令和元年台風第
19号では約65%、令和２年７月豪雨では約79%であった

○ 災害時の避難支援等を更に実効性のあるものにするためには、個別避難計画の作成促進が重要

■災害対策基本法の改正（令和３年５月）
避難行動要支援者ごとに「個別避難計画」の作成を市町村の努力義務とするとともに、作成に必要な個人情報の利用及び個別避難計画の

活用に関する平常時と災害発生時における避難支援等関係者への情報提供について、個人情報保護条例等との関係を整理の上、規定を新設

○優先度の高い避難行動要支援者についての個別避難計画の作成目標
・市町村が主体となり、地域の実情に応じておおむね５年程度で作成に取り組む

○個人番号を活用した避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成・更新
・個人番号（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ）を活用して、避難行動要支援者名簿・個別避難計画に記載する情報を取得できる

ようになり、自治体職員の業務負担の軽減や、現状に即した避難支援等につながること

○個別避難計画の作成に関する留意事項
・計画作成の業務には、本人の状況等をよく把握し、信頼関係も期待できる福祉専門職の参画が極めて重要

・避難を支援する者の確保（個人とともに団体（自主防災組織や自治会等）も避難支援等実施者になり得る）

・避難を支援する者の負担感の軽減（複数人で役割分担をする、地域の避難訓練等を通じた支援者の輪を広げる取組）

・計画の作成後も、計画内容の改善や避難の実効性の向上につながるため、避難訓練を行うことが適切

・個別避難計画情報についての避難支援等関係者への提供（本人の同意又は条例に特別の定めがある場合は、平時か
ら地域の自主防災組織や消防団、民生委員等の避難支援等関係者と情報を共有）

・社会福祉施設等から在宅に移る避難行動要支援者については、速やかに避難行動要支援者名簿に記載し、
避難支援に切れ目が生じないように留意 など

主な改定内容（記載の追加）

★★個個別別避避難難計計画画のの作作成成がが市市町町村村のの努努⼒⼒義義務務ににななりりままししたた！！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

市市町町村村のの防防災災担担当当者者やや福福祉祉担担当当等等のの関関係係部部署署がが共共同同ししてて作作成成すするる。。  

当当事事者者がが住住んんででいいるる地地域域のの情情報報把把握握  

地地震震、、豪豪雨雨、、洪洪水水、、土土砂砂災災害害のの危危険険度度  

ハハザザーードドママッッププ等等でで確確認認すするる。。  

警警戒戒レレベベルルにに応応じじたた

時時系系列列のの対対応応計計画画  

 

当当事事者者、、地地域域のの支支援援者者がが共共同同でで災災害害時時

のの避避難難計計画画をを作作成成ししまますす。。  

基基礎礎情情報報等等のの共共有有  

ケケアアププラランンナナーー  

ケケアアママネネジジャャーー  

市市町町村村

CCWW  

福福祉祉事事業業

所所  

学学校校等等  

保保健健関関係係

者者  

自自治治会会関関

係係者者  

医医療療関関係係

者者  
民民生生委委員員  

市市町町村村防防

災災担担当当者者  

紙の計画ではなく 

支え合う計画 

地地域域のの避避難難所所、、福福祉祉避避難難所所、、安安全全

なな場場所所、、避避難難経経路路・・方方法法  

①① 備備ええてておおくくもものの  

②② 停停電電時時のの備備ええ  

③③ 水水害害、、地地震震  

④④ 関関係係者者リリスストト  

⑤⑤ 医医療療情情報報連連絡絡票票等等  


